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１．はじめに

【本日の目的】

大学における飲酒事故・アルコールハラスメント防止教育
の取組みについて、愛媛大学の取組み例を紹介しつつ、
取組みの意義と必要性、今後に向けての課題等を示す。

【参考人自己紹介】
専門は法社会学。1999年以降約20年間、大学生のイッキ
飲ませ・アルコールハラスメント問題にかかわる。
「イッキ飲み防止連絡協議会」専門委員。
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【愛媛大学に関する基本情報】＊データ出典：愛媛大学Webサイト

地方国立大学（７学部）／学部学生数＝8,111人（男女比6：4）
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【Ａ．全般的な啓発活動】

１）新入生オリエンテーション（全新入生対象）
⇒アルコールパッチテストの実施、啓発チラシの配布。

２）「学生生活の手引」における記載（全新入生に配布）
⇒安全対策として「飲酒に関するトラブル」について記載、また、
「ハラスメント防止」の記載において「アルコール・ハラスメント
（アルハラ）」について記載。

３）啓発ポスターの掲示（イッキ飲み防止キャンペーン等）
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【Ｂ．正課授業における啓発・予防教育】

１）初年次授業における啓発①（全１回生対象）
⇒独自作成のＤＶＤ教材２種類（15～20分程度）を視聴。前期は

被害防止（下級生）の観点から、後期は加害防止（上回生）の観
点から、それぞれ飲酒事故・未成年飲酒の危険性、アルコール
ハラスメントの防止を内容とする。2013年度から開始。

２）初年次授業における啓発②（法文学部全１回生対象）
⇒参考人（小佐井）が講師を担当。４月最初の授業１コマ（90分）
を使い、飲酒事故・アルコールハラスメントの防止を内容とする。
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【Ｃ．課外活動における啓発・予防教育】

１）「ＡＴＢ講習会」の開催（毎年2月）
⇒年度初めの4月に新入生勧誘活動を行う全ての学生公認団

体・任意団体のＡＴＢ担当者、幹部学生（部長等）を対象に実施。
①飲酒事故・アルハラ防止、②飲酒運転防止、③適正飲酒、の
内容で実施（②、③は、警察署、酒類メーカーにそれぞれ講師を依頼）。

２）「サークル・リーダー研修」での講習（毎年9月）
⇒サークル幹部学生等を対象に実施。飲酒事故・アルハラ防止
を内容とした講義＆グループディスカッション。
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【Ｄ．課外活動における啓発・予防の仕組み作り】

１）学生団体における「ＡＴＢ担当者」設置の義務付け
⇒学生団体における未成年者飲酒、飲酒事故・トラブル防止を
目的に、2016年度より飲み会等における飲酒監督担当者として
各団体に『ＡＴＢ（Alcohol Trouble Busters）』の設置を義務づけ。

２）「学生コンパバッジ＆シール」の貸出し・配布
⇒コンパ等を開催する学生団体等に、大学が独自に作成した
「学生コンパバッジ＆シール」を貸出し・配布。未成年者飲酒の
防止、飲酒に関する意思表明を明確・容易にするための工夫。
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２．愛媛大学における取組みの紹介

【まとめ：愛媛大学における取組みの工夫と特長】

１）初年次正課授業における啓発・予防教育の徹底

２）ハラスメント防止教育としての明確な位置付け

３）学生の課外活動支援の一環としての位置づけと工夫

４）教員と学生支援担当部署・職員の適切な連携
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２．愛媛大学における取組みの紹介

左：独自教材ＤＶＤ
右：学生コンパバッジ
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３．大学における教育の意義と重要性

１）「命の重さ」を基礎に置いた教育の必要性
⇒これまでの飲酒死亡事故・アルコールハラスメントの被害者・
被害者遺族の「思い」、命の尊さを基礎に置く必要。
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３．大学における教育の意義と重要性

２）大学が果たすべきハラスメント防止教育の責務
⇒大学は教育機関としてハラスメント防止教育を行う責務がある。
アルコールハラスメントの防止教育は、その重要な一角を占める。
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３．大学における教育の意義と重要性

３）教育を通じた「社会変革」を促す役割
⇒「個の尊重」理念に基づき飲酒文化・飲酒ルールの変革を促し、
適正飲酒で楽しむ「賢い消費者」の育成を担う役割。

13



４．おわりに：今後に向けての課題①

【愛媛大学の取組みに関する課題】
１）飲酒事故・未成年者飲酒に関する情報共有の問題
⇒学生支援担当部署が学内の情報をほぼ集約しているが、学生
の懲戒処分等が絡むこともあり、必ずしも情報共有できていない。

２）上回生に対する教育機会の相対的な少なさ
⇒１回生には全員必修の科目等があり、比較的教育機会を設け
やすいが、上回生ではそうした機会が得られにくくなる。

３）学部や教職員間で問題認識に一定の「温度差」が存在
⇒教職員を対象としたアルコールハラスメント防止講習の必要性。
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４．おわりに：今後に向けての課題②

【大学全体の取組みに関する課題】
１）大学の「危機管理」対応からの脱却の必要性
⇒「危機管理」の側面に囚われると取組みが歪められる可能性。
守るべきは「学生の命と安全」であり、大学組織ではない。

２）ハラスメント防止施策としての取組みの推進
⇒「各大学等の取組を促す」だけでは不十分。大学のハラスメント
防止施策の責務を足掛かりにより積極的な取組みを進める必要。

３）いわゆる「飲みサー（飲みサークル）」団体への対処
⇒大学による学生団体への管理強化だけでは十分な対処が困難。
身勝手な「自己責任」論を振りかざす学生の認知変容を促す必要。
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